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衆
議
院
議
員
新
藤
義
孝
君
提
出
朝
鮮
王
朝
儀
軌
等
の
韓
国
政
府
へ
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
図
書
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
大
韓
民
国
政
府
と
の
間
の
協
定
」
（
以
下
「
日
韓
図
書
協
定
」
と
い

う
。
）
の
署
名
に
当
た
り
、
お
尋
ね
の
調
査
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三

十
四
号
）
の
規
定
も
踏
ま
え
て
検
討
し
日
韓
図
書
協
定
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
得

た
上
で
、
日
韓
図
書
協
定
附
属
書
に
掲
げ
る
図
書
（
以
下
「
本
件
図
書
」
と
い
う
。
）
を
引
き
渡
す
こ
と
と
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
及
び
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
に
保
管
さ
れ
て
い
る
お
尋
ね
の
特
定
の
図
書
に
つ

い
て
、
日
韓
図
書
協
定
の
署
名
に
当
た
り
、
お
尋
ね
の
調
査
等
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
、
お
尋
ね
の
交
渉
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
日
韓
図
書
協
定
を
締
結
し
、
本
件
図
書
を
日
韓
図
書
協
定
第
一
条
の
規
定

に
従
っ
て
引
き
渡
す
こ
と
と
し
た
い
と
の
趣
旨
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
二
日
午
後
の
記
者
会
見
に
お
い
て
仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
が
述
べ
て
い
る

と
お
り
、
未
来
志
向
の
日
韓
関
係
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
は
内
閣
と
し
て
の
重
要
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
危
機
管
理

上
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
万
全
の
対
策
を
講
じ
た
上
で
、
同
内
閣
官
房
長
官
を
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
四
日
の
日
韓
首

脳
会
談
に
出
席
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

二


